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2025 年度民法第１問・解答例 

 

１ ＡのＦに対する、甲についてＡＦの持分権をＡＦ各２分の１ずつとする登
記への更正登記手続請求の法的根拠は、共有持分権に基づく妨害排除請求権
に求められる。 

  Ｄの死亡により（民法（以下、法令名省略）８８２条）、ＡＢは共に子
（８８７条１項）として、Ｄの「権利」に属していた甲を共同相続（８９６
条本文、８９８条１項、８８９条、９００条４号本文）しているから、甲に
ついて共有持分２分の１を有する。そして、Ｆは甲の所有権移転登記を具備
している。よって、Ａの上記請求は認められ得る。 

２ Ｆとしては、Ａを相続したＢから甲を買い受けたＥが自己に甲を売却した
旨反論する。 

  Ａは２００１年武力紛争の絶えないアフリカの某国αに渡航して現地で生
活し始め、２００３年６月を最後に、Ｂに一切連絡をすることがなくなった
のであるから、２０１４年６月時点ではＡの生死は１０年以上不明となって
いる。よって、「不在者の生死が７年間明らかでないとき」（３０条１項）に
当たる。ＢはＡが死亡した場合の推定相続人であるから、失踪者の生死につ
いて法律上の利害関係を有する。よって、Ｂは「利害関係人」（同条項）に
当たる。したがって、「失踪の宣告をすることができる」（同条項）から、
「同項の期間が満了した時」（３１条）、すなわち２００３年６月の７年後で
ある２０１０年６月にＡは死亡したものとみなされる（同条）。これによ
り、Ａの相続が開始する（８８２条）。Ａは独身であるから、「第８８７条の
規定により相続人となるべきものがいない場合」（８８９条１項柱書）に当
たり、Ａの両親ＣＤは既に死亡しているから「被相続人の直系尊属」（同条
項１号）は存在しない。よって、「被相続人の兄弟姉妹」（同条項２号）であ
るＢは「相続人」（同条項柱書、８９６条本文）に当たる。よって、Ａの
「権利」に属した甲の持分２分の１が、Ｂに「承継」される（８９６条本
文）。これにより、Ｂは甲を全部所有することとなり、２０１５年４月にＥ
に対して甲を売却し、２０１７年４月ＥはＦに対して甲を売却しているか
ら、Ｆに甲の全部所有権が移転する。 

３ 他方、Ａの申立てによりＡの失踪宣告は取り消されているから（３２条１
項前段）、失踪宣告の効力は遡及的に消滅する。そのため、甲についてのＢ
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の持分２分の１を超える部分については、Ｅ、Ｆに権利が移転していなかっ
たことになる。そこで、「善意でした行為」（同条項後段）の範囲が問題とな
る。 

  「善意」とは、失踪者の生存又は異時死亡を知らないことをいう。失踪者
は本来の権利状態を回復し得ないという不利益を受けるのであるから失踪宣
告取消しの効力が及ばなくなる範囲は狭く解すべきである。よって、「行
為」が契約である場合は、契約当事者双方が「善意」であることを要するも
のと考える。 

  ＢもＥもＡが生存していることを知らなかったのであるから、ＢＥ間売買
は「善意でした行為」に当たる。 

  もっとも、Ｆは２０１６年１２月にβに住むＡから無事を知らせるハガキ
を受け取っており、Ａの生存について悪意である。「善意でした行為」をし
た者からの悪意の転得者との関係でも失踪宣告取消しの効力が及ぶのかが問
題となる。 

  仮に転得者も善意である必要があると考える立場によれば、悪意の転得者
が失踪宣告を受けた者から権利を追奪された場合、悪意の転得者は善意の売
主に対して債務不履行責任を追及することが考えられ、失踪宣告取消しの効
力が受益者と取引した善意の第三者にも及んでしまうため妥当でない。ま
た、善意者の行為が介在した時点で、「善意でした行為」の法律関係は確定
すると解すべきである。よって、「善意でした行為」の当事者からの転得者
が悪意である場合であっても、失踪宣告取消しの効力は当該悪意者に及ばな
いものと考える。 

  前述のとおり、ＦはＡが生存していることについて悪意ではあるものの、
Ａの失踪宣告取消しの効果は及ばない。したがって、Ｆとの関係ではＡが死
亡したものとみなされることになるから、前述のとおりＦは甲の全部所有権
を取得し、反射的にＡは２分の１持分を喪失する。 

４ 以上より、Ａの上記請求は認められない。 
以 上 

 


